
補助対象設備の設置完了後もしくは住宅の引渡し完了後、実績報告※₁を行う必要がございま

す。

必ず事前に実績報告時に必要な書類※₂をご確認ください。

※₁実績報告書の提出期限は事業完了日から1ヶ月以内もしくは2026年2月27日のいずれか早

　 い日までです。

※₂太陽光発電設備など、足場の撤去等に対象設備の写真が撮影できなくなってしまう設備や

　 設置完了後に本体の型式・製造番号の撮影ができなくなる設備については特にご注意くだ

 　さい。

☐

【型式等に変更がある場合】

提出 書類 確認事項 ☑

申請者の住所は住民票どおりに記入されていますか。

①補助対象者情報に誤りがある場合は、様式第５を書き直してください。

②その他の項目は訂正箇所を二重線で抹消し、訂正してください。修正液

は使用しないでください。

③メールアドレスはアルファベットの大文字と小文字が区別できるように

記入されていますか（メールアドレスの記入は任意）。

☐

計画変更申請書

（様式第５）

「１ 型式等の変更」に〇印をつけ、変更のある対象機器にレ点をつけて

ください。
☐

変更後の対象設備の型式等が正しく記入されていますか。

型式等のみの変更の場合は「２　補助対象経費」の項目には何も記入しな

いでください。

変更計画書

（様式第６） ☐

☐

【次のページへ続く】

☑

交付申請内容に変更が生じた場合は、下記の［申請受付窓口］まで申請書類を持参いただく

か、郵送にてご提出ください。

［申請受付窓口］

〒491-0201

一宮市奥町字六丁山52番地　環境センター北館1階

一宮市環境部環境政策課

※本庁舎や出張所等では提出の受付を行っておりません。

☐

提出書類チェックリスト

（変更申請時）

提出前に必ずご確認ください。

変更申請内容により提出書類が異なりますのでご注意ください。

注意事項

一宮市環境部環境政策課

TEL：0586-45-9953（直通）

お問い合わせ先



下記の①～③のうち

のいずれか

①工事請負契約書の

写し

②売買契約書の写し

③注文書の写し及び

注文請書の写し

※③については両方

とも必須

提出 書類 確認事項 ☑

【工事を中止する場合】

原契約と合計金額に変更はないが、内訳に変更が生じ、補助対象経費が変

更になった場合は、新たな内訳書を添付してください。

「変更計画書（様式第６）」に記入した補助対象経費が明記されています

か。契約書等に補助対象経費が明記されていない場合は、別途見積書又は

内訳書の写しの提出が必要です。

☐

☐

契約書等の写し お客様控えを提出していますか。

【補助対象経費に変更がある場合】

変更計画書

（様式第６）

「２　補助対象経費」に、下記のとおり記入してください。

・補助対象経費が変更となった対象設備には、変更後の補助対象経費を記

入してください。

・交付申請時と補助対象経費に変更のない対象設備には、計画書（様式第

２）に記入された金額と同じ金額を記入してください。

補助対象経費のみの変更の場合は「１　型式等」の項目には何も記入しな

いでください。

☐

☐

提出 書類 確認事項 ☑

計画変更申請書

（様式第５）

「２　補助対象経費の変更」に〇印をつけ、変更のある対象機器にレ点を

つけてください。

申請者の住所は住民票どおりに記入されていますか。

①補助対象者情報に誤りがある場合は、様式第５を書き直してください。

②その他の項目は訂正箇所を二重線で抹消し、訂正してください。修正液

は使用しないでください。

③メールアドレスはアルファベットの大文字と小文字が区別できるように

記入されていますか（メールアドレスの記入は任意）。

☐

☐

契約書は申請者と同一になっていますか。

印紙の貼付、割印等の処理はされていますか。

☐

☐

☐

「３　工事の中止」に〇印をつけ、工事を中止する対象機器にレ点をつけ

てください。

※計画変更書（様式第６）の提出は不要です。

計画変更申請書

（様式第５）
☐

【次のページへ続く】



※₁計画変更書（様式第６）の提出は不要です。

※₂太陽光発電一体型の申請において、一部の設備が補助対象外となる場

　 合でも、対象外となる設備以外が要件を満たす場合は、対象外以外の

　 設備は補助金を受けることは可能ですので、変更申請で対象外設備の

　 み補助申請を取り下げてください。

　（例）太陽光発電一体型A（太陽項発電システム、蓄電システム、ＨＥ

　　　　ＭＳ）の申請を行ったが、実績報告書の提出期限までに太陽光発

　　　　電システムの「再生可能エネルギー発電事業計画」の認定が間に

　　　　合わないため、太陽光発電システムとＨＥＭＳの補助申請を取下

　　　　げ、蓄電システムのみの申請へ変更を行う。

☐

【申請の取下げを行う場合】

提出 書類 確認事項 ☑

「４　申請の取下げ」に〇印をつけ、工事を中止する対象機器にレ点をつ

けて取下げ理由を記入してください。
☐

計画変更申請書

（様式第５）


